
割り勘で夢をかなえよう！ 

第 1期 事業指定助成プログラム助成先 

審 査 結 果 

 

 

外部審査員 3名、内部審査員 2名、合計 5名で構成した「事業指定助成選考

委員会」を平成 24年 11月 8日に岡山市内で開催しました。 

選考基準をもとに、申請事業ごとに選考委員会の合議で採用事業を決定しまし

た。(採択事業数に定めはなし)。 

 

 

【 審査内容 】 

応募事業数 ：  9事業 

採用事業数 ：  6事業 

 

  1事業は情報開示基準を満たしておらず、欠格 

  その他 2事業については、地域社会のニーズを反映した内容であるかどう

か、また、事業効果(発展性)の点などで今回の事業指定助成対象として適

当でないとし、不採用になりました。 

 

【 審査員 】 

江原 晃治 （税理士） 

島内 洋和 （テレビせとうち） 

濱西 栄司 （ノートルダム清心女子大学） 

石原 達也 （みんなでつくる財団おかやま） 

杉本  克敬  （みんなでつくる財団おかやま） 

 

【選考基準】 

 ＊事業指定助成プログラムの趣旨と条件に合致しているか。 

 ＊地域社会のニーズや地域の社会課題を的確に捉え、課題の解決や地域社会 

  の健全な発展に貢献する公益性が高い事業であるかどうか。 

 ＊目的、目標、事業計画、事業予算、寄付獲得方針・プランが明確で、妥当

なものかどうか。 

 ＊実現可能な事業かどうか（体制、財源、寄付獲得プラン等）。 

 ＊地域社会に情報が発信されている（発信することができる）かどうか。 

 ＊必要に応じて継続、発展できる事業かどうか。 


